
●平成１６年３月２９日、岡山県で開始（申請先は、都道府県）

準備が整い次第、他の都道府県でも開始する見込み

●申請書の機械読み取り作業の軽減

●作業の平準化

●申請情報の保管の効率化

２． オンライン申請のメリット（申請者）

●旅券事務所等への出頭回数の低減

●システムによる入力支援により、書き落とし、書き損じなどが低減

●家族での申請の場合など、重複項目の複写が容易

●公的個人認証サービスの利用により、住民票の提出が省略できます

３．オンライン申請のメリット（事務所側）

１． 利用開始

【申請事例３】 外務省 パスポート（旅券）申請手続き


